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重要事項説明書 

< 令和 ６年 ４月 １日現在 > 

 

当事業所は利用者に対して、障害福祉サービスを提供します。 

 当事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。 

 

１．事業者（法人）の概要 

法    人    名  株式会社トーリツ 

所    在    地  東京都葛飾区東新小岩７‐２‐１２  

代  表  者  名  代表取締役  鈴木 恵里子 

電  話  番  号  電話 ０３‐３６９１‐２２６９  

設 立 年 月 日 昭和６２年９月１日設立  

 
 
２．事業所の概要 

事 業 所 名 トーリツ訪問介護 江戸川 

所  在  地 東京都江戸川区中央１－５－１ 藤広ビル１階 

連  絡  先 電話 ０３‐５６６３‐５７５５ FAX ０３‐５８７９‐６５５０ 

サービスの 
主たる対象者 

身体障害者  知的障害者 

障害児（18歳未満の身体障害者及び18歳未満の知的障害者） 

精神障害者  難病等対象者 

東京都指定事業者番号 居宅介護   １３１２３００４４３号（平成１８年１０月１日指定）  

事業所が行っている 
他障害福祉サービス 

重度訪問介護 １３１２３００４４３号（平成１８年１０月１日指定） 
移動支援   ９９１２３００４４３号（平成２３年６月１５日委託） 

営業日、営業時間 

・月曜日～土曜日（祝日も営業） 

但し、年末年始（１２月３０日～１月３日）を除く 

・午前 ８時 ３０分～午後 ５時 ３０分 

・電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制とする。 

サービス提供日 ３６５日 

サービス提供地域 江戸川区、葛飾区   

事業の目的及び 
運営方針 

（１）事業の目的 

利用者、家族様の意思及び人格を尊重して、常にご利用者等の立

場に立った居宅介護等の提供を確保することを目的とします。 

（２）事業の運営方針 

①事業所の居宅介護員等は、利用者の心身の状況、その置かれてい

る環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護、その他の生活

全般にわたる援助を行います。 

②事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉

サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努め

ます。 

③利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、必要な体制の整備を行

うとともに、その居宅介護員に対し、研修を実施する等の措置を

講じます。 
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３．事業所の職員 

管理者  大橋 千鶴 

 

従業員の職種 業務内容 人員数 

管理者 

①居宅介護員及び業務の管理を、一元的に行います。 

②居宅介護員に、法令等の規定を順守させるため必要な指揮命令

を 

行います。 

常 勤 

 

１名 

サービス提供 

責任者 

① 利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれ

ている環境に応じて、障害福祉サービスが適切に行われるよう

アセスメントを実施し、援助の目標を達成するための手順と所

要時間を明確にした手順書を作成します。 

② 利用者又は家族様の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえ

て、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成

します。 

③利用者及びその家族様に居宅介護計画の内容を説明し、同意を

得て交付します。 

④ 居宅介護計画の実施状況の把握を行ない、必要に応じて居宅

介護計画の変更を行います。 

⑤ 指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに

係る調整を行います。 

⑥居宅介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を

行います。 

⑦ 居宅介護員に対して、具体的な援助目標及び援助内容を指示

するとともに、ご利用者の状況についての情報を伝達します。 

常 勤 

 

３名 以上 

 

居宅介護員 

①居宅介護計画に基づいて居宅介護サービスを提供します。 

②サービス提供後、サービスの提供日、内容、ご利用者の心身の

状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。 

常 勤 

１ 名 

以 上 

事務員 給付等の請求業務及び通信連絡等を行います。 
常 勤 

１ 名 

 

 

４．提供するサービスの内容 

サービス区分と種類       サ ー ビ ス の 内 容 

居宅介護計画の作成 

利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体

的なサービス内容を定めた手順書を作成し、この手順書を元に居宅介護計画を

作成します。 

身 

体 

介 

護 

食事介助 食事の介助を行います。 

入浴介助・清拭 入浴の介助や清拭（身体を拭く）、洗髪などを行います。 

排せつ介助 排せつの介助、おむつ交換を行います。 

更衣介助 衣服の着脱の介助を行います。 
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家 

事 

援 

助 

買物 
利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 

預貯金の引き出しや預け入れは行いません。 

調理 利用者の食事の用意を行います。 

掃除 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 

洗濯 利用者の衣類等の洗濯を行います。 

通院等介助 

通院等又は官公署並びに指定相談支援事業所への移動（公的手続又は障害福祉

サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る）のための屋内外にお

ける移動等の介助又は通院先等での受診等の手続、移動等の介助を行います｡ 

 

 

５．居宅介護員等の禁止行為、保険給付として不適切なサービス提供への対応について 

    居宅介護員はサービス提供に当たって、次の行為は行いません。 

①医療行為 

②利用者及びその家族の預金通帳、印鑑、その他有価証券書類等の預かり 

③利用者及びその家族からの金銭、物品、飲食の授与 

④利用者の同居家族に対するサービス提供 

⑤利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供  

⑥利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑦身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護す    

 るため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑧利用者及びその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

⑨現金のお預かり（サービス提供を行う為の買い物等必要な場合を除く） 

⑩サービス提供中のプラン変更 

    ※利用者の担当となる居宅介護員等の選任及び変更は、利用者に円滑かつ、最善、最良のサービス

を提供する為事業者が行います。これにより、利用者が居宅介護員等を指名することは出来ませ

んので、予めご了承下さい。 

 

 

６．利用料金 
（１）利用料金 
  サービスの利用料金は、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。介護給付費に準拠し

た金額であり、利用者のお支払頂く料金は、原則としてその１割です。但し、区市町村から居宅介

護等利用者負担減額の決定を受けている場合は、減額後の額となります。 

月額負担上限額については、各区市町村長が定めた額です 

 
 

【利用料金：通常時間帯（午前８時～午後６時）】         （非課税） 

サービスの種類 利用時間 利用料金 

居宅における身体介護 

３０分未満 ２，８６７円 

１時間未満 ４，５２４円 

１時間３０分未満 ６，５７４円 

２時間未満 ７，４９２円 

２時間３０分未満 ８，４４４円 

３時間未満 ９，３７４円 

３時間以上 
１０，３１５円に３０分増す毎に 

８３単位加算 

通院等介助 ３０分未満 ２，８６７円 
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（身体介護を伴う場

合） 

１時間未満 ４，５２４円 

１時間３０分未満 ６，５７４円 

２時間未満 ７，４９２円 

２時間３０分未満        ８，４４４円 

３時間未満 ９，３７４円 

３時間以上 
１０，３１５円に３０分増す毎に 

８３単位加算 

居宅における家事援助 

３０分未満 １，１８７円 

４５分未満 １，７１３円 

１時間未満 ２，２０６円 

１時間１５分未満 ２，６７６円 

１時間３０分未満 ３，０８０円 

１時間３０分以上 
３，４８３円に１５分増すごとに 

３５単位加算 

通院等介助 

（身体介護を伴わない

場合） 

３０分未満 １，１８７円 

１時間未満 ２，２０６円 

１時間３０分未満 ３，０８０円 

１時間３０分以上 
３，８６４円に３０分増すごとに 

６９単位加算 
   
※利用者の身体的理由等により介護員１人によるサービスが困難と認められる場合等、同時に介護
員２人によってサービスを提供する場合は、２人分の料金となります。  

 
    ※下記利用者については、基本報酬が減算されます。 

      ①９０/１００へ減算 

       ・事業所の所在する建物と同一または隣接する敷地内の建物や、 事業所と同一の建物内に 

居住する利用者（下記②の場合を除く） 

       ・事業所の敷地外ではあるが、その建物に居住する利用者数が１月あたり２０人以上であ 

る建物に居住する利用者 

②８５/１００へ減算 

       ・事業所の所在する建物と同一または隣接する敷地内の建物や、事業所と同一の建物内に 

居住する利用者が１月あたり５０人以上である建物に居住する利用者 

 

 

※居宅介護における生活援助中心型のサービスに必要な知識等に対応した研修の修了者が家事援

助等を提供した場合の基本報酬は、居宅介護職員初任者研修課程修了者等が提供した場合と同様

とします。 

 

 

 

（２）加算 

   ①以下の加算は、要件を満たした場合にはいずれも加算されます。     （非課税）  

加算名称 算定要件 

初回加算 

新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、初回に実

施した居宅介護と同月内に、サービス提供責任者が自ら居

宅介護等を行う場合又は他の居宅介護員等が居宅介護等を

行う際に同行訪問した場合、２，２４０円（月）加算され

ます。 
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緊急時対応加算 

利用者やその家族からの要請を受けて、サービス提供責任

者が居宅介護計画の変更を行い、サービス提供責任者又は

その他の居宅介護員等が居宅介護計画にない居宅介護等を

行った場合、１月に２回を限度として、１，１２０円（回）

加算されます。 

喀痰吸引等支援体制加算 
利用者のたんの吸引等を実施した場合、１，１２０円（日）

加算されます。 

利用者負担上限額管理加算 
利用者の負担額の上限管理を行った場合、月 1 回を限度と

して１，６８０円（月）加算されます。 

福祉専門職員等連携加算 

サービス提供責任者に係る障害特性の理解や医療機関等専

門機関との連携、居宅介護員への技術指導等の課題に対応

するため、精神障害者等の特性に精通する専門職と連携し、

利用者の心身の状況等の評価を共同して行い、かつ、居宅

介護計画を作成した場合であって、当該社会福祉士等と連

携し、当該居宅介護計画に基づく居宅介護を行ったときは、

初回のサービスが行われた日から起算して９０日の間、３

回を限度として６，３１６円（回）加算されます。 

福祉・介護職員処遇改善加算

等に関する説明は別紙参照 
別紙一覧 

 

   【特定事業所加算】 
     サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の確保や居宅介護員等への研修や 

技術指導、サービス提供時の留意事項についての文書等による確実な指示、重度障害者対応など
を行っている事業所に認められる加算です。 
Ⅰ：所定単位数の２０％ Ⅱ：所定単位数の１０％ Ⅲ：所定単位数の１０％ 

Ⅳ：所定単位数の５％ 

 
   【福祉・介護職員処遇改善加算】  

     介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組み、賃金改善以外の処遇改善、

職場環境改善の取り組みを行う事業所に認められる加算です。 

 

（ ３ ）減算 
   【虐待防止措置未実施減算】 
     次の基準を満たしていない場合、所定単位数の１％を減算します。 

① 虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について居宅介護員等に周知徹底を
図ること。 

② 居宅介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 
③ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

  
   【身体拘束廃止未実施減算】 
     次の基準のいずれかを満たしていない場合、所定単位数の１％を減算します。 

① 身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や
むを得ない理由その他必要な事項を記録すること。 

② 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果
について、居宅介護員等に周知徹底を図ること。 

③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 
④ 居宅介護員等に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

 
   【業務継続計画未実施減算】 
     次の基準に適応していない場合、所定単位数の１％を減算します。 

① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するた
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めの、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定するこ
と。 

② 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。 
 
  【情報公表未報告減算】 
    障害者総合支援法第７６条の３の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位

数の５％を減算します。 
 
（４）通常時間外の料金の加算 

通常時間帯以外の時間帯でサービスを行う場合は以下の割合で基本料金に割増料金が加算されます。 
 

提供時間帯名 早朝 夜間 深夜 

時間帯 午前６時～午前８時 午後６時～午後１０時 午後１０時～午前６時 

加算 ２５％ ２５% ５０% 

 

※ サービス利用料金は、利用した月ごとに単位数を合算し定められた単価を乗じたものとします。 
 
※ 利用者の出身世帯が他の区市町村に転出する場合は、利用者負担額が変わることもありま 

ので、予め事業者までご連絡ください。 
 

※ 事業者が利用者に代わり区市町村から受領した居宅給付費等の額については、利用者に通知しま
す。 

 
（５）その他 

交通費 

①居宅介護員等が利用者の居宅を訪問する際にかかる交通費については、通
常のサービス提供地域にお住まいの方は無料です。 
それ以外の地域の方は通常のサービス提供地域を越えて１ｋｍにつき１１
０円（税込）の実費負担となります。又、やむを得ず公共交通機関を利用
して訪問した場合も利用者の実費負担となります。 

②通院・外出介助等のサービスを利用する際にかかる利用者並びに 
居宅介護員等の交通費は、利用者の実費負担となります。 

キャンセル料 

①利用者のご都合によりサービスの利用を中止する際には、速やかにサービ
ス提供事業所までご連絡下さい。 

②サービスの中止を申し出た場合は下記のキャンセル料が発生します。 
但し、利用者の病変等やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は発
生しません。 

サービス提供日の前日１７時３０分ま
でにサービス中止のご連絡があった場
合 

無 料 

サービス提供日の前日１７時３０分ま
でにサービス中止のご連絡がなかった
場合        

１，１００円（税込） 

その他の費用 
サービス実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話等及び消耗品の費用は、
利用者のご負担となります。 

 

 

 

７．利用料等のお支払い方法 
 

請求締日  月末締 

請求書  翌月 １７日までに発送 

支払方法  ゆうちょ銀行 口座振替 （月末） 
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コンビニ振込（月末） 

 ゆうちょ銀行以外の金融機関 口座振替（翌月４日） 

 ＊振替・振込手数料は事業者負担とします。 

   ※金融機関休業日は翌営業日の振替となります。尚、振替手続きには２か月程の期間を要します。 

    その間のお支払方法は事業所とご相談ください。 

 

８.  虐待の防止について 

（１）事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

①虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について、居宅介護員等

に周知徹底を図ります。 

②虐待の防止のための指針を整備します。 

③居宅介護員等に対する虐待の防止を啓発･普及するための研修を定期的に実施します。 

④成年後見制度の利用を支援します。 

⑤虐待の防止に関する担当者を選定します。 

虐待防止に関する担当者 管理者 大橋 千鶴 

  

（２）サービス提供中に、当該事業所居宅介護員又は養護者（現に養護している家族・ご親族・同居 

  人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市区町村 
    に通報します。 

 

（３）虐待についての相談窓口 

江戸区２４時間障害者虐待通報

ダイヤル 

電話番号：０３－５６６２－１０１４ 

 

江戸川区障害福祉課権利擁護係 

０３－５６６２－１９９３ 

受付時間：８：３０から１７：００ 

（ただし、土・日・祝日、年末年始を除く） 

 

 

９．身体拘束等の適正化について 

   事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、以下の取り組みを行います。 

（１）身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由その他必要な事項を記録します。 

（２）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につい

て、居宅介護員等に周知徹底を図ります。 

（３）身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。 

（４）居宅介護員等に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 

※（１）における、緊急やむを得ない場合の３要件 

緊急性 
直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人又は他人の生命・身体に危険が及ぶ
ことが考えられる場合に限ります。 

非代替性 
身体拘束以外に、利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防
止することができない場合に限ります。 

一時性 
利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、
直ちに身体拘束を解きます。 

 

 
１０．勤務体制の確保等について 

  （１）事業者は、居宅介護員の資質の向上を図るために、研修の機会を設けます。 
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  （２）職場におけるハラスメント防止の取り組み 

      ①事業者は、職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならな
い旨の方針を明確化し、居宅介護員に周知・啓発します。 

      ②事業者は相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口
をあらかじめ定め、居宅介護員に周知します。 

  （３）利用者が事業者の居宅介護員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セ
クシャルハラスメントなどの行為を禁止します。 

 
１１. 秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）利用者及びその

家族に関する秘密の保

持について  

① 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の

保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係

事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を

遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

② 事業者及び事業者の居宅介護員は、サービス提供をする上で知り

得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏ら

しません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した

後においても継続します。 

④ 事業者は、居宅介護員に、業務上知り得た利用者又はその家族の

秘密を保持させるため、居宅介護員である期間及び居宅介護員で

なくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、居宅介

護員との雇用契約の内容とします。  

（２）個人情報の保護

について  

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担

当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利

用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、

サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

② 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録

物（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）については、善良

な管理者の注意をもって管理し、また、処分の際にも第三者への

漏洩を防止するものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内

容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除

を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必

要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料な

どが必要な場合は利用者の負担となります。)  
 

 

１２.業務継続計画の策定等について 

（１）事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続

的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を

策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（２）事業者は、居宅介護員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的に実施します。 

（３）事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１３．衛生管理等について 

（１）事業所の居宅介護員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（２）事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

（３）事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じま

す。 

①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６
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月に１回以上開催するとともに、その結果について、居宅介護員に周知徹底します。 

②事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備しています。 

③居宅介護員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施しま 

す。 

 

 

１４．情報の公表について 

   事業者は、事業者の運営状況等について、障害者総合支援法第７６条の３の規定に基づく情報公表に

係る報告を、障害福祉サービス等情報公表システム上に報告します。 

 

 

１５．本人の意向を踏まえたサービス提供について 

   事業者は、本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス提供責任者がサービス提供に関

する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めます。 

 

 

１６． 緊急時の対応について 

サービスを提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医、救  

急隊、家族、居宅相談支援事業者など、利用者が予め指定する連絡先へ連絡し必要な処置を講じます。 

但し、救急隊の要請に関しては、利用者のご希望等を考慮し、事前に別途お手続きを頂きます。 

又、居宅介護員等の緊急車両への同乗等は、保険適用外となります。 

主治医等に連絡する場合の基準は次のとおりとします。 

  熱が37.5度以上ある。 嘔吐を繰り返す。 手・足の痺れがあり、力が入らない。 

  顔面に麻痺症状が出ている。 転倒し、頭・身体に痛みがある時。 褥瘡ができている時。 

 

 

１７． 事故再発防止 

事業所は、万が一事故が発生した後、その事故の起こった要因を充分検討し原因の解明を全力で行 

い、再発防止に努めます。 

  

  

１８．サービスに関する相談・要望・苦情等について 
（１）利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。 

 

（２）苦情や相談があった場合、苦情相談担当者はしっかりとお話を聞き、場合によってはご自宅へ 

伺うなど、状況の把握や事実確認に努めます。 

 

（３）苦情相談担当者（応対者）は速やかに管理者に状況等の報告を行い、利用者及びその家族の 

立場に立った適切な対処方法を検討します。 

 

 （４）検討内容については適宜連絡いたします。また、最終的な対処方法などは必ず利用者及びその 

家族へ報告します。 

 

 （５）苦情または相談内容については真摯に受け止め、個人情報の取り扱いに十分配慮した上で、 

再発防止策や今後のサービス向上のための取り組みを居宅介護員全員で検討します。 
 

（事業所相談、要望、苦情等窓口） 
氏     名  大橋 千鶴 

事 業 所 名 トーリツ訪問介護 江戸川 

電 話 番 号 ０３‐５６６３‐５７５５ 

※ 窓口対応基本手順 
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①相談・要望・苦情等の受付→②問題内容の確認→③担当責任者への報告→④原因追求及び究明→⑤
問題解決に向けた対応の実施→⑥再発防止及び改善措置→⑦利用者への報告→⑧記録の作成、保管及
び責任者への報告 

 
 

（その他、区市町村他の相談・苦情窓口） 

各 区 市 町 村 

江戸川区福祉部障害者福祉課事業者支援係 

０３－５６６２－０７１２（月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時） 

葛飾区福祉サービス苦情調整委員会  

０３－３６９５－１１１１（月曜日～金曜日 午前９時～午後５時） 

東京都社会福祉協議
会 

福祉サービス運営適正化委員会事務局  

０３－５２８３－７０２０（月曜日～金曜日 午前９時～午後５時） 
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以上、障害福祉サービスの提供にあたり、上記の通り重要事項について説明致しました。尚、本書は契約

締結の際、契約書と一体となる事をご了承下さい。 

 

令和   年   月   日 

 

説明者から障害福祉サービスの重要事項の内容について説明を受け、同意すると共に書面の交付を受けま

した。 

 

＜ 利用者 ＞   住 所                              

 

氏 名                             

 

 

 代理人(代筆者)  住 所                             

（続柄：     ） 

氏 名                             

 

 

＜事 業 所＞  住  所   東京都江戸川区中央１－５－１ 藤広ビル１階 

事業所名    トーリツ訪問介護 江戸川          

管 理 者   大橋 千鶴 

 

説 明 者                        

 

(令和６年４月改正） 


